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協議項目 
① 中小企業融資制度資金・利子補給制度 

（中小企業融資あつ旋事業） 
関係項目  

調整方針（案） 

・中小企業融資制度資金は、新市において統一し実施する。 
（貸付限度額は当面一番高い水準に合わせていく。） 
（資金の種類は新市の中小企業の振興施策に対応した種類のものを

実施していく。） 
（融資利率は、一番低いところへ合わせるよう金融機関と調整す

る。） 
・基金での預託は廃止し、予算による預託方式で運営していく。 
・利子補給制度は、助成期間中のものについては継続して実施する。 
・新市における利子補給率・保証料補給金については、補助する方

向で新市発足時までに調整する。 
・県制度への保証料は一部を補給する。 
・担保・連帯保証人については、県保証協会と協議し決定していく。 

協議結果 方針案のとおり 

関係資料 
 

 
 

    別添のとおり。 
 
 
 
 
 
 
 

 


